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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

ものづくり産業と連携した農林水産業の成長産業化計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

   石川県、七尾市、輪島市、珠洲市及び羽咋市並びに石川県羽咋郡志賀町及び宝達志水

町、鹿島郡中能登町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町 

 

３ 地域再生計画の区域 

   石川県の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

石川県内でも特に、主産業が農業である能登地域は人口減少が著しく、耕作放棄地の

増加につながっている。中山間地域では小区画の農地が多く経営規模も小さいため、生

産性が低く所得が少ないことが、他の仕事を求めて、他地域への人口流失を招いている

と考えられる。 

農村部では過疎化と高齢化の同時進行により、若い新たな労働力の確保自体が難しく

なってきているため、移住定住促進施策も同時並行で進めなくてはならず、そのために

は従来型の農業から脱した、新しい魅力的な農業の姿を示さなくてはならない。 

そこで、企業の農業参入や農業法人の規模拡大を促進し、法人雇用という形で就農人

口を増やすとともに、製造業のもつ技術やノウハウの積極的な導入により収益性を向上

させ、所得の向上を図る。 

さらに、世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」が育む多種多様な食材をはじ

めとした石川県の特色ある食材のブランド化等を進めるとともに、農業経営の複合化や、

料理人や起業家の移住を後押しすることで、農家民宿や農家レストランの開業を促進し、

観光客を呼び込むことで地域内での消費を拡大する仕組みをつくり、石川への人の流れ

を生み出す。 

こうした取り組みによって、農業を魅力ある雇用の場に変え、若者の定着を促すとと

もに、農村部における交流人口の拡大につなげ、地域の活性化を目指す。 

 

【数値目標】 

① 新規就農者数（累計） 115人（H26年度）→715人（H32年度） 

② 各種商談会を通じた商談成立件数 153件（H27年度）→210件（H32年度） 

③ 農家民宿・農家レストランの来訪者数 14,000人（H27年度）→16,500人（H32年度）  

④ 石川県食料品製造業出荷額 187,816百万円（H27年）→217,286百万円（H32年） 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 
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５－１ 全体の概要 

ものづくり産業との連携による収益性向上の取組を進め、企業の農業参入を促

進するとともに、農家の６次産業化や農家民宿といった複合経営を推進すること

によって魅力ある雇用の場を創出し、若者等の地域への定着や地域経済の活性化

へつなげる。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

     地方創生推進交付金【A3007】 

  ⅰ 地域再生計画を作成する地方公共団体の名称 

     石川県、七尾市、輪島市、珠洲市及び羽咋市並びに石川県羽咋郡志賀町及び宝達

志水町、鹿島郡中能登町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町 

 

ⅱ 交付対象事業の名称及び内容 

ものづくり産業と連携した農林水産業の成長産業化事業 

 

● 地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプ I）で行ったものづくり産業との

連携による収益性向上の取組を更に進め、外食産業や病院・介護施設など販路を想

定した生産改良・コスト縮減手法の開発を支援し、企業の農業参入を促進する。 

● 地方創生加速化交付金により、本県の食と食文化、世界農業遺産を活用した農家

民宿や農家レストランの開設による６次産業化を推進しており、世界農業遺産を活

かした里山体験プログラムの開発や域内の２次・３次交通インフラとしてのいしか

わ里山里海サイクリングロードの整備など、生産者だけでなく地域ぐるみで石川型

スローツーリズムの確立を図る。 

● 農家に対する経営改善指導を実施し、農家民宿経営や食品加工、園芸栽培等の導

入などの複合経営による所得向上に向けた計画づくりを支援し６次産業化を後押

しする。 

● 首都圏等の就農希望者に対する就農相談会の開催や短期研修、農山漁村での農業

インターンシップ等を実施するほか、起業家や料理人による農家民宿や農家レスト

ランの開業支援、商品企画や海外販路開拓を担う人材の育成を行うことで人材確保

に必要な体制を整備する。 

● ルビーロマンや自然栽培農産物をはじめ本県の特色ある食材のブランド化を図

るため、首都圏や海外のプロの料理人やホテル関係者への売り込みを図るとともに、

安定供給に向けた生産技術の改良を図る。 

● 羽咋市において、「自然栽培」の就農者が中心となった農業生産法人（合同会社）

を設立し、安全・安心な食材の安定生産を確保するとともに、道の駅の運営会社が

地域総合商社機能を担い、地域経済循環システムを構築する。また、食と農業と福

祉が一体となった地域ビジネスを育成し、地方での新たな「しごと」を創出する。 
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  ⅲ 当該事業が先導的であると認められる理由  

【自立性】 

石川県と県内金融機関が造成した「いしかわ里山振興ファンド」「いしかわ農業参

入支援ファンド」の運用益により、里山資源を活用した農家民宿等の取組みや企業の

農業参入といった取組みを継続的に支援する。また、今後５年間で集中的な支援を行

うことによって民間事業者の事業を軌道に乗せ、将来的には事業収益を元に設備投資

等を行うことを目指す。 

【官民協働】 

石川県及び県内市町は、(公財)いしかわ農業総合支援機構と連携し、ものづくり産

業のノウハウも取り入れながら、農業法人の農業参入や６次産業化の取組みを推進す

る。県と県内金融機関が造成した「いしかわ里山振興ファンド」「いしかわ農業参入

支援ファンド」の運用益も活用することで継続的に支援し、今後５年間で民間事業者

によるビジネスとしての自立を目指す。 

【政策間連携】 

本県の里山里海を核に、食文化や伝統工芸などの観光資源と組み合わせて一体的に

提供する石川型スローツーリズムを進めることによって農村部における交流人口・滞

在人口の増加を図るとともに、こうした取組みによって新たな農閑期の事業を創出し

つつ、企業等による農業参入や農業法人の６次産業化を積極的に支援し、農村部に魅

力的な雇用の場を創出し、本県への人の流れを作り出していく。 

【地域間連携】 

石川県は、県内市町等と連携し、企業の農業参入や６次産業化の取組みを支援する

とともに、本県の里山里海の魅力発信を行う。市町は、地域内の資源の掘り起こしを

行い、民間事業者と協力して６次産業化や石川型スローツーリズムの具体的な取組み

を推進するとともに、これらの担い手となる移住者の定着を支援する。 

 

ⅳ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 
H27年(度)  

H28年(度) 

増加分 

H29年(度) 

増加分 

H30年(度) 

増加分 

H31年(度) 

増加分 

H32年(度) 

増加分 

新規就農者

数（累計） 

115人 

（H26） 

120人 

 

120人 

 

120人 

 

120人 

 

120人 

 

各種商談会

を通じた商

談成立件数 

153件 12件 10件 10件 15件 10件 

農家民宿・

農家レスト

ランの来訪

者数 

14,000人 500人 500人 500人 500人 500人 
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石川県食料

品製造業出

荷額 

187,816百

万円 

5,470百万

円 

6,000百万

円 

6,000百万

円 

6,000百万

円 

6,000百万

円 

 

ⅴ 効果検証の方法、時期及び体制 

毎年度の達成状況を石川県が調査して把握する。石川県、七尾市、輪島市、珠洲

市及び羽咋市並びに石川県羽咋郡志賀町及び宝達志水町、鹿島郡中能登町並びに鳳

珠郡穴水町及び能登町は、達成状況をそれぞれの外部有識者が参画する会議等にお

いて検証し、その結果をホームページ等で公表するとともに、議会に報告する。 

 

ⅵ 交付金対象事業に要する費用 

①  法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

  ・ 総事業費 2,039,950千円 

 

ⅶ 事業実施期間 

   平成２８年４月２０日から平成３３年３月３１日まで 

 

ⅷ その他必要な事項 

   該当なし 

 

５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

         該当なし 

  

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

事業名称：いしかわ耕稼塾 

事業概要：新規就農希望者等に対する実践研修を実施。 

実施主体：（公財）いしかわ農業総合支援機構 

事業期間：平成２１年度から 

 

事業名称：いしかわ里山振興ファンド 

事業概要：石川県と県内金融機関が資金拠出して創設したファンドの運用益により、

里山地域における地元団体等による生業創出の取組み等への支援を実施。 

実施主体：（公財）いしかわ農業総合支援機構 

事業期間：平成２８年度から平成３２年度 

 

事業名称：いしかわ農業参入支援ファンド 

事業概要：石川県と県内金融機関が資金拠出して創設したファンドの運用益により、
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企業の農業参入等への支援を実施。 

実施主体：（公財）いしかわ農業総合支援機構 

事業期間：平成２６年度から平成３０年度  

 

 

６ 計画期間  

地域再生計画認定の日から平成３３年３月３１日 

  

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

毎年度、石川県、七尾市、輪島市、珠洲市及び羽咋市並びに石川県羽咋郡志賀

町及び宝達志水町、鹿島郡中能登町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町は、達成状況

をそれぞれの外部有識者が参画する会議等において検証し、その結果を議会に報

告する。 

    

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

      毎年度の達成状況を石川県が調査により把握する。 

  

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

      毎年度、石川県、七尾市、輪島市、珠洲市及び羽咋市並びに石川県羽咋郡志賀

町及び宝達志水町、鹿島郡中能登町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町の各ホームペ

ージ等で公表する。 

 


